
補助金チェックシート 　　総務部

R３ R４ R５ 説明

1 財務課
下水道事業会
計補助金

丸亀市下水道
事業

ア　行政がその
責任において
保護奨励すべ
きもの

ウ　中長
期的なも
の

R2
下水道事業会計の
経営安定化を図る。

地方公営企業繰出
基準に含まれない経
費に対する補助

180,000 90,000 140,000
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

240,000

2 人権課
男性の育児休
業取得促進奨
励金

育児休業を取
得した男性労
働者を雇用す
る中小企業等
事業主

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H29

男性の育児参画を
促し、育児を通して
職場や家庭における
固定的な性別役割
分担意識の解消を
目指すことを目的と
する。

連続する5日※（勤
務を要しない日を除
く）以上育児休業を
取得した男性労働者
を雇用する中小企業
等事業主に対して10
万円を支給（年度内
に１回、最大３回ま
で)

400 500 400
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

700

3 人権課

人権政策確立
要求丸亀市民
実行委員会補
助金

人権政策確立
要求丸亀市民
実行委員会

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

人権侵害救済に係
る実効性のある法整
備を求め、人権尊重
意識の高揚を図る。

団体の運営に対す
る補助
内容：会議費、事業
費(研修会)、啓発物
品費等

300 240 300
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

410

4 人権課
丸亀市企業人
権・同和推進協
議会補助金

丸亀市企業人
権・同和推進協
議会

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

企業における人権課
題に向けた取り組み
を支援し、人権・同
和問題の正しい理解
と知識を深めること
を目的とする。

団体の運営に対す
る補助
内容：事務費、研修
参加費、啓発物品費
等

200 200 200
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

200

5 人権課
金山地区まち
づくり協議会補
助金

金山地区まち
づくり協議会

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H30
「まちづくり協議会」
の活動支援を目的と
する。

団体の運営に対す
る補助
内容：研修費、会議
費等

80 80 80
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

40

6 人権課
二軒茶屋地区
まちづくり協議
会補助金

二軒茶屋地区
まちづくり協議
会

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

R1
「まちづくり協議会」
の活動支援を目的と
する。

団体の運営に対す
る補助
内容：研修費、会議
費等

100 80 50
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

50

7 人権課
山根地区まち
づくり協議会補
助金

山根地区まち
づくり協議会

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

R2
「まちづくり協議会」
の活動支援を目的と
する。

団体の運営に対す
る補助
内容：研修費、会議
費等

300 100 50
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

150

8 人権課
丸亀市人権・同
和教育研究協
議会補助金

丸亀市人権・同
和教育研究協
議会

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

同和問題をはじめ、
あらゆる人権問題に
ついて正しい理解を
深め、人権尊重の精
神を涵養する教育の
研究と推進を図るこ
とを目的とする。

団体の運営に対す
る補助
内容：研修費、啓発
費等
予算措置による事業
内容：丸同教だより
発行費

1,290 1,372 1,383
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

1,400

9 税務課
たばこ販売協
同組合補助金

・琴平たばこ販
売協同組合綾
歌地区

イ　市民等が主
体的自立的に
行うものであっ
て行政がその
支援を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

たばこ販売の宣伝広
報活動による売上げ
増を図り、市税収入
増を図る。

売上げ増加につな
がる宣伝活動に係る
補助

400 400 400
（１）継続
するもの

オ　市が施策
の効果を高め
ることを目的と
して実施する補
助金等交付事
業

100
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